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練馬区総合設計許可要綱 

昭和59年４月25日練環建発第27号 制定 

昭和63年10月１日練環建第113号  全部改正 

第１ 総則 
１ 趣旨 

   総合設計制度は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第５９条の２

の規定に基づき、一定規模以上の敷地面積および一定割合以上の空地を有する建築計画について、その

容積および形態の制限を緩和する統一的な基準を設けることにより、建築敷地の共同化および大規模化

による土地の有効かつ合理的な利用の促進ならびに公共的な空地空間の確保による市街地環境の整備改

善等を図ることを目的として創設されたものである。 

   総合設計制度の運用に関しては、国から「総合設計に係る許可準則の改正について」（昭和６１年１２

月２７日付建設省住街発第９３号、平成２年１１月２６日付け建設省住街発第１４８号、平成７年７月１

７日付建設省住街発第７１号、平成９年６月１３日付建設省住街発第７４号および平成１３年９月１０日

付国交省国住街第９５号）ならびに｢総合設計許可準則に関する技術基準について」（昭和６１年１２月

２７日付建設省住街発第９４号、平成７年７月１７日付建設省住街発第７２号、平成９年６月１３日付建

設省住街発第７５号および平成１３年９月１０日付国交省国住街第９６号）の通達が出されている。 

   練馬区においては、｢地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律｣が平成１２年４月１

日から施行され、自治事務化に伴い、通達については平成１３年２月１９日付国交省国住総第１５号に基

づき「技術的助言」として位置付けている。このためこれらの通達の趣旨を踏まえるとともに、まちづく

りの基本方針でもある「練馬区都市計画マスタープラン」および「練馬区新長期総合計画」の理念に基づ

き、良好な市街地環境の整備改善等に寄与する建築計画に対し本制度の積極的な活用を図るため、総合設

計許可の取扱方針として本要綱を定めるものである。 

２ 基本目標 
   「練馬区都市計画マスタープラン」および「練馬区新長期総合計画」に沿った良好な市街地環境の形成

をめざし、建築活動を通じて市街地環境の向上に資するよう建築計画を誘導するため、総合設計制度の運

用に当たっての基本目標をつぎのとおり定める。 

ア 市街地環境の整備改善 
イ 良好な建築・住宅ストックの形成 

  ウ 公共施設機能の補完 
  エ 市街地の防災強化 
  オ 福祉のまちづくりの推進 
  カ 緑化の推進 
  キ 省エネルギー対策の推進 
３ 運用方針 

   本要綱は、特定行政庁の許可の取扱方針を定めたものであるとともに、その許可に係る良好な建築計画

の要件となる基準を広く一般に示したものである。 
   この基準は、技術基準として許可の申請に当たっての必要条件としての性格を持つものであり、許可の

条件を十分に充たすものであるか否かは、具体的な計画に即し、総合設計制度の趣旨等を勘案して判断す

る必要がある。 
   したがって、本制度の運用に当たっては、常に趣旨および基本目標に照らして総合的見地から行うもの 
  とする。 

 
４ 用語の定義 

   本要綱において、つぎの各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
ア 計画建築物 総合設計の計画に係る建築物をいう。（１０，０００㎡以下に限る。） 
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イ 一般建築物 計画建築物の敷地内において法第３章第４節の一般規定によって許容される建築物を

いう。 
ウ 一般型総合設計 一定規模面積以上の計画敷地内に一定割合以上の公開空地を設けた総合設計で、共

同住宅建替誘導型総合設計、市街地住宅総合設計および市街地複合住宅総合設計以外のものをいう。 
エ 共同住宅建替誘導型総合設計 良質な住宅ストックの形成に資することを目的として、原則として、

建築後３０年を経過した主たる用途が共同住宅である建築物を建替える計画に適用する総合設計をい

う。なお、従前の住宅用途以外の用途に供していた部分の床面積の合計が、建替え後も増加しない場合

に限る。 
オ 市街地住宅総合設計 市街地住宅の供給の促進に資することを目的として、住宅の用途に供する部分

の床面積の合計（容積率の不算入措置の対象となる部分を除く。）が敷地面積に割増容積率を乗じて得

た数値以上となる建築計画に適用する総合設計をいう。 

カ 市街地複合住宅総合設計 優良な賃貸住宅の供給に資することを目的として、住宅の用途に供する 

 部分の床面積の合計が敷地面積に割増容積率を乗じて得た数値の２分の１以上となり、かつ、その住 

 宅が地方公共団体等の借り上げ対象等となることにより継続的に公的な賃貸住宅として利用される建 

 築計画に適用する総合設計をいう。 

キ 基準建ぺい率 法第５３条に規定する建築物の建築面積の敷地面積に対する割合を率（％）で表した 

ものをいう。 
ク 空地 建築物またはこれに準じる工作物に覆われていない敷地の部分をいう。 
ケ 空地率 次式による数値をいう。 

       （空地面積／敷地面積）×１００（％） 
コ 基準容積率 法第５２条に規定する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合を率(％)で表したも

のを言う。 
サ 割増容積率 本要綱によって基準容積率に割増しされる容積率（％）をいう。 
シ ピロティ等 ピロティ、アーケード等の建築物または建築物の部分をいう。 
ス 人工地盤等 人工地盤、建築物の低層屋上面、サンクンガーデンその他これらに類するものをいう。 
セ 公開空地 計画建築物の敷地内の空地または開放空間（建築物の低層屋上面、ピロティ、アトリウ 

 ム等をいう。）のうち、日常一般に公開される部分（当該部分に設ける環境の向上に寄与する植栽、花

壇、池泉等および空地の利便の向上に寄与する公衆便所等の小規模の施設に係る土地ならびに屋内に設

けられるもの等で、特定行政庁が深夜等に閉鎖することを認めるものを含み、車路ならびに自動車およ

び自転車の駐車の用に供する部分を除く。）で、第３の１の(1)に定める公開空地の基準に適合するつ

ぎの(ｱ)から(ｴ)までに該当するものをいう。 
(ｱ)  歩道状空地 前面道路に沿って設ける歩行者用の空地または開放空地（当該空地に沿って設ける 

  修景施設のうち、その接する部分から幅４メートル未満の部分を含む。）をいう。 
(ｲ)  貫通通路 敷地内の屋外空間および計画建築物内を動線上自然に通り抜け、かつ、道路、公園そ 

   の他これらに類する公共施設（以下「道路等の公共施設」という。）相互間を有効に連絡する歩行 

   者用通路（当該通路に沿って設ける修景施設のうち、その接する部分から幅員４メートル未満の部 

  分を含む。）をいう。 
ａ 屋外貫通通路 貫通通路のうち、計画建築物の屋外に設けるもの（ピロティ等の部分を含む。）

をいう。 
ｂ 屋内貫通通路 貫通通路のうち、計画建築物の屋内に設けるものをいう。 

(ｳ)  アトリウム 計画建築物内に設ける大規模な吹き抜け空間で、天空光を確保できるものをいう。 
(ｴ)  広場状空地 (ｱ)から(ｳ)までに掲げる以外の公開空地で、一団の形態をなすもの（ピロティ等お 

  よび人工地盤等の部分を含む。）をいう。 

    ソ 公開空地の有効面積 公開空地の面積に、当該公開空地の種別に応じて第３の１の(3)に定める公開 

空地の有効係数を乗じた数値をいう。 
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タ 有効公開空地率 次式による数値をいう。 

（公開空地の有効面積の合計／敷地面積）×１００（％） 
チ 基準公開空地率 有効公開空地率から第２の計画の基本要件に定める有効公開空地率の最低限度を

減じた数値をいう。 
ツ 絶対高さ制限 法第５５条第１項に規定する第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地

域内における建築物の高さの制限をいう。 

テ 道路斜線制限 法第５６条第１項第１号に規定する道路からの建築物の高さの制限をいう。 

ト 隣地斜線制限 法第５６条第１項第２号に規定する隣地からの建築物の高さの制限をいう。 
ナ 北側斜線制限 法第５６条第１項第３号に規定する北側隣地からの建築物の高さの制限をいう。 

ニ 斜線投影面積 第３の２に定める斜線投影図の作図法による斜線投影図のうち、敷地境界線から外側

の部分の面積をいう。 
ヌ 屋上緑化 建築物の屋上部分を樹木、多年草等で有効に植栽することをいう。 

５ 適用区域および用途の制限 

(1) 総合設計制度の適用区域 

       総合設計制度の適用区域は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第７条第２項に規定する市街 

   化区域内で、つぎのアからエまでの各総合設計別に定める区域とする。 

ア 一般型総合設計 練馬区の区域とする。ただし、工業地域内の適用については、計画建築物の用途等

計画の内容を考慮する。 

イ 共同住宅建替誘導型総合設計 練馬区の区域とする。ただし、原則として工業地域を除く。 

ウ 市街地住宅総合設計 練馬区の区域とする。ただし、原則として工業地域を除く。 

エ 市街地複合住宅総合設計 東京都市計画道路幹線街路環状７号線の内側の区域（以下「環状７号線 

 の内側の区域」という。）とする。ただし、原則として工業地域を除く。 
６ 許可の対象となる建築計画 
 本要綱により許可の対象となる建築計画は、法および建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。

以下「令 」という。）に定める有効な都市空間の確保を基調とし、併せて第１の２に定める基本目標の

実現に貢献するつぎの要件に適合する計画とする。 
ア 一定規模以上の敷地面積を有すること。 
イ 一定比率以上の実効あるオープンスペースを確保していること。 
ウ 周辺の市街地環境等に対して配慮した建築形態であること。 
エ 計画の規模および周辺市街地の状況に応じ、都市公共施設等の機能補完またはこれらの負荷軽減のた

めの具体的な措置を講じていること。 

オ 計画の規模に応じ、周辺市街地の防災、避難に有効な施設を設けていること。 
カ 福祉のまちづくりの推進に配慮したものであること。 
キ 計画の内容に応じ、適切に用途・施設が計画されていること。 
ク 敷地内の空地および建築物の屋上等について、緑化が図られていること。 

ケ 計画の用途および規模等に応じ、省エネルギー対策について配慮したものであること。 

７ 緩和の基準が適用される法の規定   
第２の１に定める法令要件および第２の２に定める付加要件に適合し、かつ、第４に定めるそれぞれの

緩和基準に適合する建築計画にあっては、つぎのアからエまでの基準に応じて掲げる法の規定について、

緩和の対象とする。 
ア 第４の１に定める道路斜線制限および隣地斜線制限 法第５６条第１項第１号および第２号ならび

に第７項第１号および第２号の規定 

イ 第４の２に定める北側斜線制限 法第５６条第１項第３号および第７項第３号の規定 

ウ 第４の３に定める絶対高さ制限 法第５５条第１項の規定 
エ 第４の４に定める容積率制限 法第５２条第１項から第７項までの規定 
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８ 計画建築物の敷地が二以上の区域、地域および地区の内外にわたる場合の取扱い 
計画建築物の敷地が区域、地域および地区の内外にわたる場合は、本要綱に別に定めのある場合また

は法第５２条から第５４条まで、第５５条から第５６条の２までおよび第５８条に規定する場合を除き、

その建築物またはその敷地の全部について、敷地の過半の属する区域、地域および地区の建築物に関す

るこの要綱の規定を適用する。 
 

第２ 計画の基本要件 
１ 法令要件 
(1) 空地率の最低限度 
ア 計画建築物の敷地内における空地率の最低限度は、当該敷地の基準建ぺい率に応じて、下表に掲げる

数値とする。 

                    （単位 ％） 

基準建ぺい率（Fo） 空地率 

３０≦Fo≦５０ １１５－Fo 

５０＜Fo≦５５ ６５ 

５５＜Fo≦１００ １２０－Fo 
 

イ 絶対高さ制限、道路斜線制限または隣地斜線制限のみを超える計画建築物の敷地内における空地率の

最低限度は、アの規定にかかわらず、当該敷地の基準建ぺい率に応じて、下表に掲げる数値とする。 
                    （単位 ％） 

基準建ぺい率（Fo） 空地率 

３０≦Fo≦５０ １１０－Fo 

５０＜Fo≦５５ ６０ 

５５＜Fo≦１００ １１５－Fo 
 

(2) 敷地面積の最低限度 
       計画建築物の敷地面積の最低限度は、用途地域の種別に応じて、下表に掲げる数値とする。 

                    （単位 ㎡） 

用途地域 敷地面積 

第一種低層住居専用地域および第二種低

層住居専用地域 

１,０００ 

上欄以外の地域 ５００ 

 

２ 付加要件 

(1) 敷地の最低限度 

 ア 市街地複合住宅総合設計の適用を受ける計画建築物の敷地面積の最低限度は、１の(2)の法令要件 

  に定める敷地面積の最低限度の規定にかかわらず、用途地域の種別に応じて、下表に掲げる数値とす 

  る。 
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                        （単位 ㎡） 

用途地域 敷地面積 

第一種低層住居専用地域および第二種低

層住居専用地域、第一種中高層住居専用 

地域および第二種中高層住居専用地域 

１,０００ 

上欄以外の地域 ５００ 

 

(2) 前面道路の幅員 

ア 計画建築物の敷地は、用途地域の種別に応じて、下表に掲げる数値以上の幅員を有する道路に接する

ものであること。ただし、近隣商業地域または商業地域内にある計画建築物（市街地複合住宅総合設計 

による計画建築物を除く。）の敷地が、幅員６メートル以上の道路に当該敷地境界線の長さの合計の 

４分の１以上接する場合で、かつ、幅員４メートル以上の歩道状空地（当該道路境界線から２メートル

までの部分は、建築物または建築物の部分で覆われていないものとする。この場合、当該部分は公開 

空地の有効面積の算定から除くものとする。）を当該道路に接して有効に設けたときは、この限りでな

い。 

                    （単位 ｍ） 

用途地域 道路幅員 

第一種低層住居専用地域、第二種低層住

居専用地域、第一種中高層住居専用地域、

第二種中高層住居専用地域、第一種住居

地域、第二種住居地域、準住居地域およ

び準工業地域 

    ６ 

近隣商業地域、商業地域および工業地域     ８ 

 

イ 共同住宅建替誘導型総合設計の適用を受ける計画建築物の敷地にあっては、アの規定にかかわらず、

幅員が６メートル以上の道路に接するものであること。 

ウ 市街地複合住宅総合設計の適用を受ける計画建築物の敷地にあっては、アの規定にかかわらず、用途 

 地域の種別に応じて原則として下表に掲げる数値以上の幅員を有する道路に接するものであること。 

 ただし、近隣商業地域および商業地域内において、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が計画建築 

 物の延べ面積の３分の２以上であり、かつ、延べ面積の４分の３以上を住宅または日常生活を支える施 

 設の用途に供する計画建築物の敷地については、８メートルとする。 

                   （単位 ｍ） 

用途地域 道路幅員 

第一種低層住居専用地域、第二種低層住

居専用地域、第一種中高層住居専用地域、

第二種中高層住居専用地域、第一種住居

地域、第二種住居地域、準住居地域およ

び準工業地域 

    ８ 

近隣商業地域、商業地域および工業地域    １０ 

 

(3) 接道長 

    計画建築物の敷地の接道長については、(2)に掲げる数値以上の幅員を有する道路に当該敷地境界線 



 6 

   の長さの合計の６分の１以上接するものであること。ただし、(2)のアのただし書に掲げる場合および 

   敷地内に屋外貫通通路を確保することにより、または地区計画もしくは法第４章の規定に基づく建築協 

   定の内容に適合することにより計画的に街区整備を図っていく上で、支障がないと認められる場合は、 

   この限りでない。 

(4) 有効公開空地率の最低限度 

       計画建築物の敷地内における有効公開空地率の最低限度は、当該敷地の基準容積率に応じて、下表に 

   掲げる数値とする。 

                    （単位 ％） 

基準容積率(Vo) 有効公開空地率の最低限度(Po) 

Vo≦１００              ３０ 

１００＜Vo＜５００      ３５ －（ Vo ／ ２０ ） 

 ５００≦Vo              １０ 

 

  (5) 歩道状空地および広場状空地の設置 

       計画建築物の敷地には、原則として歩道状空地および広場状空地を設けることとする。なお、歩道状 

   空地にあっては、原則として前面道路に接するすべての敷地の部分に設けるものであること。 

(6) 外壁面の後退 

    計画建築物の外壁またはこれに代わる柱の外面から敷地境界線までおよび歩道状空地で通行可能な部 

   分までの水平距離は、当該部分の計画建築物の高さ（敷地境界線または歩道状空地の地表面からの高さ 

   をいう。）の平方根の２分の１以上であること。ただし、落下物に対する危険防止の措置を有効に講じ 

   ているものまたは高さが１２メートル以下の部分については、この限りでない。 

 

第３ 計画基準 

１ 公開空地 

(1) 公開空地の基準 

ア 歩道状空地は、つぎに掲げるものであること。 

(ｱ)  幅員が３メートル以上で、かつ、通行可能な部分の幅（以下「有効幅員」という。）が２メート 

   ル以上であること。ただし、有効幅員にあっては、当該部分に沿って有効幅員が３メートル以上の 

  歩道がある場合は、この限りでない。 

(ｲ) 共同住宅建替誘導型総合設計の適用を受ける建築物の敷地にあっては、(ｱ)の規定にかかわらず、 

  幅員および有効幅員は２メートル以上であること。ただし、有効幅員にあっては、当該部分に沿っ 

   て有効幅員が２メートル以上の歩道がある場合は、この限りでない。 

(ｳ) 原則として段差が設けられておらず、車椅子ですれ違いが可能であるなど福祉のまちづくりに寄 

  与する構造であること。 

イ 貫通通路は、つぎに掲げるものであること。 

(ｱ)  屋外貫通通路は、幅員が３メートル以上で、かつ、有効幅員が２メートル以上であること。ただ 

   し、車路に沿って設ける貫通通路にあっては、幅員が２メートル以上で、かつ、有効幅員を１．５ 

  メートル以上とすることができる。 

(ｲ)  屋内貫通通路は、有効幅員が８メートル以上で、かつ、天井の各部分の高さが１２メートル以上 

   であること。ただし、当該敷地外の施設との歩行者ネットワークの形成を図るために設けられたも 

  のの天井の各部分の高さは、地下部分にあっては３メートル以上、地上部分にあっては６メートル 

   ル以上とすることができる。 

ウ アトリウムは、おおむね、幅が３０メートル以上で、かつ、床面から天井までの高さが３０メートル

以上であり、他の公開空地と有効に連絡する吹き抜け空間であること。 

エ 広場状空地は、つぎに掲げるものであること。 
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(ｱ) 最も狭い部分の幅は、４メートル以上であること。 

(ｲ)  一の広場状空地（二以上の広場状空地が一体の空間をなし、かつ、相互間を有効に連絡するもの 

   を含む。この場合、当該空地面に高低差があるときは、その高低差が３メートル以内のものに限る。） 

  の面積は、用途地域の区分に応じて、下表に掲げる数値以上であること。 

           なお、面積の算定に当たっては、当該広場状空地と同じ高さで接する歩道状空地および屋外貫通 

     通路を含むことができる。この場合、幅員が４メートル未満の部分を除くものとする。 

           また、敷地面積の規模が、令第１３６条第３項の表（ろ）欄に掲げる規模未満の場合にあっては、 

     下表にかかわらず敷地面積の１０分の１以上、かつ、１００平方メートル以上とすることができる。 

                    （単位 ㎡） 

用途地域 空地面積 

第一種低層住居専用地域および第二種低

層住居専用地域 

３００ 

第一種中高層住居専用地域、第二種中高

層住居専用地域、第一種住居地域、第二

種住居地域、準住居地域、準工業地域お

よび工業地域 

２００ 

近隣商業地域および商業地域 １００ 

(ｳ)  全周長の８分の１以上が、道路、公園（一体的に利用されるものに限る。）、歩道状空地または 

   屋外貫通通路に接するものであること。 

オ 公開空地に含まれるピロティ等および人工地盤等 

(ｱ) ピロティ等にあっては、天井の高さが３メートル以上で、かつ、奥行きが当該高さの４倍以内の 

   部分であること。 

(ｲ) 人工地盤等にあっては、つぎのいずれにも該当するものまたは該当する部分であり、かつ、サン 

  クンガーデンにあっては、その最も狭い部分の幅が最大の深さの２倍以上であること。 

ａ 道路等の公共施設または他の公開空地と幅員２メートル以上の階段若しくは傾斜路により、また 

は同一平面上で、２箇所以上（その位置および幅員により同等以上の効果があると認められる場合 

は１箇所）で有効に通じていること。 

ｂ 歩道状空地または道路等の公共施設（以下「道路等の公共施設等」という。）との高低差が６メ

－トル以内であること。この場合、高低差とは、階段または傾斜路により、道路等の公共施設等と

有効に通じている部分における高低差（人工地盤等が高低差のある貫通通路または他の広場状空地

を経由して道路等の公共施設等に通じる場合には、当該貫通通路または他の広場状空地と道路等の

公共施設等との当該高低差を加えたもの）をいい、高低差の異なる２箇所以上で接続する場合には

これらの平均の高さをいう。 

(ｳ)  全周長の４分の１以上が道路等の公共施設または他の公開空地と接すること。ただし、高低差が 

   １．５メートル以内のものにあっては、全周長の６分の１以上とすることができる。 

(2) 公開空地の有効面積の算定 

    公開空地である屋内貫通通路、アトリウムおよびピロティ等の「公開空地の有効面積」の算定に当た 

   っては、公開空地全体の面積の３分の１の面積に相当する部分を対象として行う。 

(3) 公開空地の有効係数 

   つぎの各号の一に該当する一の公開空地の有効係数は、当該各号に掲げる数値とし、各号の二以上に 

  該当するものにあっては、これらの数値を乗じたものとする。ただし、敷地の同一部分の上下わたって 

  それぞれ別の公開空地を設ける場合において、当該公開空地のいずれかが歩道状空地であるときは、こ 

  れらの数値を乗じた係数に０．５を加えた数値を、いずれも歩道状空地ではないときは、１．５をそれ 

  ぞれ限度とする。 
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ア 歩道状空地 

(ｱ)  歩道状空地（幅員が４メ－トル以下（建築協定、高度利用地区および地区計画等で歩行者の利便

を目的として幅員４メ－トルを超える壁面後退の指定がある場合については、当該指定の範囲内）

で道路との高低差が１．５メ－トル以下のものに限る。）の有効係数は、計画する地域ごとに、連

続（二辺以上の連続を含め、出入口等による分断は必要と認められる範囲で連続とみなす。）する

歩道状空地の長さに応じて下表の当該各欄に掲げる数値とする。 

                                                       （単位 ｍ） 

長さＬ （ｍ） L＜20 20≦L 

＜40 

40≦L 

＜60 

60≦L 

＜80 

80≦L 

＜100 

100≦L 

環状第７号線

の内側の区域 

 1.3  1.5  1.7  1.9  2.1  2.3  

地 

域 

 

その他の区域  1.3  1.3  1.5  1.7  1.9  2.1 

 

なお、つぎのａからｄに該当する場合は、各項目ごとにそれぞれ０．３を上表の数値に加えること

ができる。ただし、加算後の有効係数の上限は２．５とする。 

ａ 建築協定、高度利用地区および地区計画等で歩行者の利便を目的として壁面後退の指定のある場

合（指定のある部分に限る。） 

ｂ 歩道状空地が、広場、公園および緑道等に有効に通じる場合 

ｃ 既存道路に歩道がなく、計画敷地に新しく歩道状空地を設ける場合 

ｄ 歩道との段差がなく、歩道と合わせた幅員が６メ－トル以上となる場合または歩道状空地の幅員

が６メ－トル以上ある場合（歩道状空地の長さが連続して２０メ－トル以上の場合に限る。） 

(ｲ) その他の部分                                 １．０ 

イ 広場状空地（ピロティー等および人工地盤等の部分を除く。） 

(ｱ) ピロティー等および人工地盤等の部分を除いた面積が３００平方メートル以上の一の広場状空地 

        で、幅員が６メートル以上の道路、歩道状空地または屋外貫通通路（以下「道路等」という。）に 

   接するもの 

ａ 道路等に面する部分                              １．２ 

ｂ 道路等に面しない部分                             ０．６ 

(ｲ) (ｱ)以外のもの 

ａ 道路等に面する部分                              １．０ 

ｂ 道路等に面しない部分                             ０．６ 

ウ 貫通通路 

(ｱ) 屋外貫通通路                                  １．０ 

(ｲ) 屋内貫通通路 その規模、形態に応じて                  ０．４～１．０ 

エ アトリウム その規模、形態に応じて                     ０．４～０．８ 

オ ピロティ等 

(ｱ) 天井の各部分の高さが５メートル以上で、かつ、奥行きが当該高さの２倍以内の部分 ０．８ 

(ｲ) 天井の各部分の高さが５メートル未満で、かつ、奥行きが当該高さの２倍以内の部分 ０．６ 

(ｳ) その他の部分                                 ０．４ 

カ 人工地盤等 

つぎの(ｱ)から(ｵ)の二以上に該当する場合は、その最大値とする。 

(ｱ) 人工地盤等とこれに有効に通じる道路等の公共施設または他の公開空地との高低差が１．５メ－ 

   トル以下の場合                                  １．０ 

(ｲ)  人工地盤等がこれに有効に通じる道路等の公共施設または他の公開空地より低い位置にあり、そ 
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      の高低差が１．５メートルを超え３メートル以下の場合               ０．８ 
(ｳ)  人工地盤等がこれに有効に通じる道路等の公共施設または他の公開空地より低い位置にあり、そ                         

   の高低差が３メートルを超える場合                        ０．６ 

(ｴ)  人工地盤等がこれに有効に通じる道路等の公共施設または他の公開空地より高い位置にあり、そ                

   の高低差が１．５メートルを超え３メートル以下の場合               ０．６ 
(ｵ)  人工地盤等がこれに有効に通じる道路等の公共施設または他の公開空地より高い位置にあり、そ 

   の高低差が３メートルを超える場合                        ０．４ 

２ 斜線投影図の作図法 

道路斜線制限または隣地斜線制限の緩和を受けようとする計画建築物にあっては、斜線投影図を作図す

るものとする。 

(1) 作図の原則 

    建築物の任意の部分から当該部分の高さを、道路斜線勾配（法第５６条第１項第１号に定める数値） 

   で除した数値を長さとして道路境界線と直角の方向へ取った点および建築物の任意の部分から当該部分 

   の高さを隣地斜線勾配（法第５６条第１項第２号に定める数値）で除した数値を長さとして隣地境界線 

   と直角の方向へ取った点を、それぞれ地盤面上に水平投影し、これらの点（以下「斜線投影点」という。） 

   を当該建築物の各部分について求め、斜線投影点により最大となる図形（以下「斜線投影図」という。） 

   を作図するものとする。 

(2) 一般建築物の斜線投影図 

     一般建築物の斜線投影図を作図する場合における道路斜線制限または隣地斜線制限の適用については、 

   それぞれつぎに定めることによるものとする。 

ア 道路斜線制限 

(ｱ)  法第５６条第１項第１号の規定中「前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表（は）欄に 

   掲げる距離以下の範囲内においては、」の規定を除き、同号の規定を適用するものとする。 

(ｲ)  法第５６条第２項から同条第６項までの規定は、適用しないものとする。                  

(ｳ) 前面道路の反対側に、幅員１０メートルを超える公園、広場、水面その他これらに類するものが 

   ある場合においては、前面道路の反対側の境界線とみなす位置は、令第１３４条第１項の規定にか 

  かわらず、当該境界線の外側１０メートルを限度とする。 

(ｴ) 二以上の前面道路がある場合で、一以上の道路の幅員（(ｳ)の規定により緩和される幅員を含む。） 

     が、当該敷地の基準容積率に応じて定める下表に掲げる数値を超え、かつ、他の道路側における建 

     築物の高さが緩和されることとなる場合においては、令第１３２条および第１３４条第２項の規定 

     にかかわらず、令第１３２条および第１３４条第２項に定める区域は、当該敷地の基準容積率に応 

     じて、下表の各欄に掲げる幅員の道路があるものとみなす。 

                    （単位 ｍ） 

基準容積率（Vo） 道路幅員 

Vo≦１００  ４ 

１００＜Vo Vo／２５ 

   

イ 隣地斜線制限 

(ｱ)  隣地斜線制限における隣地境界線上の建築物の高さ（以下「立上がりの高さ」という。）は、法 

   第５６条第１項第２号の規定にかかわらず、当該敷地の基準容積率に応じて定める下表に掲げる数 

  値以下とする。ただし、３１メ－トル（第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、 

  第一種住居地域、第二種住居地域または準住居地域内のものにあっては、２０メートル）を限度と 

         する。 
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                    （単位 ｍ） 

基準容積率（Vo） 立上がりの高さ 

    Vo≦１００ ８．５ 

１００＜Vo (４.５Vo／１００)＋４ 

 

(ｲ) 敷地が、公園（都市公園法施行令（昭和３１年政令第２９０号）第２条第１項第１号に規定する 

  都市公園を除く。）、広場、水面その他これらに類するものに接する場合における令第１３５条の 

  ３第１項第１号の規定による立上がりの高さの緩和については、当該規定にかかわらず、当該公園 

  、広場、水面その他これらに類するものの幅の２分の１以下の数値（１０メートルを超える場合は、 

   １０メートルとする。）に、隣地斜線勾配を乗じて得た数値を(ｱ)の規定による立上がりの高さに 

   加えたものを限度とする。 

(3) 市街地住宅総合設計等の特例 

     市街地住宅総合設計、共同住宅建替誘導型総合設計および市街地複合住宅総合設計（以下「市街地住 

     宅総合設計等」という。）における道路斜線制限および隣地斜線制限の緩和については、「総合設計許 

   可準則に関する技術基準について」（平成２年７月３日付建設省住街発第１００号通達）以下「技術基 

  準」という。）の第３および第４によることができるものとする。ただし、この場合においても(2)のア 

  の(ｳ)、(ｴ)およびイの規定は準用する。 

(4) 敷地の整形近似法 

   建築物の敷地の形態が不整形である場合における斜線投影図および技術基準による立面投影図の作図 

   に当たっては、等積の長方形またはこれに類する多角形の敷地に近似させることができるものとする。 

 

第４ 緩和基準 

第２に定める計画の基本要件に適合する計画建築物にあっては、つぎに定める範囲内において、それぞ

れ当該事項を緩和するものとする。 

１ 道路斜線制限および隣地斜線制限 

(1) 緩和の原則 

    第３の２の斜線投影図の作図法の規定により、計画建築物の形態が、一般建築物の形態と同程度の天 

  空光を当該敷地周辺に確保していると認められる範囲内で、その高さを緩和するものとする。 

(2) 緩和の限度 

ア 計画建築物の敷地の各辺における斜線投影面積は、当該敷地における一般建築物の対応するそれぞれ

の辺の斜線投影面積を超えないこと。ただし、前面道路の幅員が法別表第３（い）欄および（ろ）欄に

掲げる地域または区域および割合の限度の区分に応じて、同表（は）欄に掲げる数値を超える場合にあ

っては、当該辺については、この限りでない。なお、隣接地の用途地域、土地利用状況または当該敷地 

 からの方位によっては、二以上の辺の斜線投影面積の合計によって比較することができるものとする。 

イ アの場合において、前面道路の境界線から後退した計画建築物の当該道路境界線側の辺における斜線 

投影面積は、斜線投影面積から、後退距離（法第５６条第２項の規定に定めるものをいう。）に敷地の

当該辺の長さを乗じて得た数値を減じたものによることができるものとする。また、隣地境界線から後

退した計画建築物の当該隣地境界線側の辺における斜線投影面積は、斜線投影面積から計画建築物（当

該辺に面する道路の路面の中心または地表面からの高さが５メートル以下の部分を除く｡）からの隣地

境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離に敷地の当該辺の長さを乗じて得た数値を減

じたものによることができるものとする。 

ウ 市街地住宅総合設計等で第３の２の(3)に定める市街地住宅総合設計等の特例の規定を適用した場合

は、アの規定にかかわらず、その方法により算定した面積を限度とすることができるものとする。 
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２ 北側斜線制限 

(1) 緩和の原則 

   第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域または第二種中高層 

  住居専用地域内の計画建築物の形態が、当該計画建築物敷地の周辺の居住用建築物の日照確保に対して 

  相応な配慮が払われていると認められる範囲内で、その高さを緩和するものとする。 

(2) 緩和の限度 

     計画建築物の高さは、つぎに定める条件に該当するものでなければならない。 

ア 法第５６条の２の規定による日影規制の対象となる建築物 

 (ｱ) 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層 

   住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域または準工業地域内 

   の対象区域内の土地に日影を生じさせるものにあっては、当該地域内の日影については、東京都日 

   影による中高層建築物の高さの制限に関する条例（昭和５３年東京都条例第６３号。）に定める規 

    制値の適用に当たって、法第５６条の２第１項中「敷地境界線からの水平距離が５メートルを超え 

   る範囲」を「敷地境界線を超える範囲」と、法別表第４の（に）欄中「水平距離が１０メートル以 

   内」を「水平距離が５メートル以内」と、「水平距離が１０メートルを超える」を「水平距離が５ 

   メートルを超える」とそれぞれ読み替えたものに適合すること。 

(ｲ) (ｱ)の場合において、対象区域外の区域の土地に日影を生じさせるものにあっては、当該区域の日 

  影については、イの規定の定めるところによる。 

イ ア以外の日影規制の対象とはならない建築物 

平均地盤面からの高さが４メートルの水平面に、敷地境界線からの水平距離が５メートルを超える範

囲において、法別表第４の３の項の（に）欄（二）に掲げる日影時間以上日影となる部分を生じさせな

いこと。ただし、周辺市街地に及ぼす影響が軽微であると認められるものについては、この限りでない。 

３ 絶対高さ制限 

(1) 緩和の原則 

   第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域における計画建築物の形態が、周辺の低層住 

  宅地の居住環境に対して相応な配慮が払われていると認められる範囲内で、その高さを緩和するものと 

  する。 

(2) 緩和の限度 

   計画建築物の各部分の高さは、つぎに掲げるいずれか低い方の数値を限度とする。ただし、２０メ－ 

 トルを超えることはできない。 

ア 方位別斜線制限 

建築物の各部分の平均地盤面からの高さは、当該部分から敷地境界線までの各方位別の水平距離に応

じて、下表の各欄に掲げる数値以下とする。 

                    （単位 ｍ） 

方位 水平距離 高さの限度 

真東 Le ４＋１．２５Le 

真西 Lw ４＋１．２５Lw 

真南 Ls ４＋１．２５Ls 

真北 Ln ４＋０．５０Ln 
イ 日影制限 

２の(2)に定めるところによる。この場合において、計画建築物の各部分の高さは、原則として、当

該部分から隣地境界線までの水平距離の１．２５倍に１０メートルを加えたものをその限度とする。 
４ 容積率制限 
(1) 公開空地などの規模等に応じた緩和の原則 

   計画建築物の敷地内に、つぎのアからエのいずれかを設ける場合は、その容積率の限度を緩和するも 
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  のとする。ただし、イからエについては、公開空地による割増しの適用を受けないものは適用しない。 
ア 公開空地 

当該計画敷地内および公開空地の有効公開空地率が、第２の２の(4)に定める計画の基本要件の付加

要件の限度（以下「基本要件に定める有効公開空地率の最低限度」という。）を超えるもの。 

イ 公益施設等 
つぎの(ｱ)から(ｷ)までに掲げる施設またはその建設予定地で、地元公共団体等の要請等に基づく規模

等で計画建築物の敷地内または境域内に設けるもの 
(ｱ) 防災、保安、公害防止等に寄与する施設 
(ｲ) 地域社会の文化、教育等の向上に貢献する施設 
(ｳ) 福祉の向上に貢献する施設 
(ｴ) 一般交通の緩和に資する施設 
(ｵ) 供給処理施設等の負荷軽減に益する施設 
(ｶ) 特に保存することが必要と認められる歴史的価値を有する施設 

(ｷ) 都市の適切かつ合理的な複合高度利用を図るため、駅および駅近傍等で必要と認められる保育園 

  等の施設 

ウ 共同住宅附属自動車車庫 
つぎのいずれにも該当する共同住宅附属自動車車庫の部分（令第２条第１項第４号および同条第３項

の規定により容積率制限に関して延べ面積に算入しないこととされる部分を除く。） 
(ｱ) 共同住宅の附属自動車車庫の収容台数が、当該共同住宅の住宅戸数以上であるもの 
(ｲ) 地下式等の自動車車庫で、敷地内の空地の利用に支障がなく、かつ、市街地景観に配慮している 

   と認められるもの 
エ 屋上の緑化 

つぎのいずれにも該当する屋上緑化部分（公開空地である部分を除く。） 
      (ｱ) 土その他これに類するものを植栽および生育に必要な深さ以上入れることができる植栽基盤があ 

  ること。 

(ｲ) 実施細目に定める屋上緑化の基準を満たしていること。 

 (2)  敷地の規模に応じた緩和の原則 

 計画建築物の敷地面積が５，０００平方メートルを超える総合設計は、当該敷地面積の規模に応じて 

当該計画建築物の容積率を緩和するものとする。 

(3)  緩和の限度 
ア 公開空地による割増容積率の限度 

公開空地による割増容積率の限度は、つぎのとおりとする。 
(ｱ)  敷地内の基準公開空地率に応じて、下表の各欄に掲げる数値とする。 
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      Kx：総合設計別係数 下表の総合設計制度の種類により 

        定める係数 

 総合設計の種類 Kx 

一般型総合設計 練馬区内 １ 

共同住宅建替誘導型

総合設計 

練馬区内 

 

４ 

市街地住宅総合設計 練馬区内 ２．５ 

市街地複合住宅総合

設計 

練馬区内 ４．５ 

 

  割増容積率の限度        （単位 ％） 

  ( P － Po ) × ( ( Vo ／ ４００ ) + Kx ) ×Ky 

ただし、共同住宅建替誘導型総合設計を除く総合設計にあっては、（ P － Po ) の値が 

１０未満の場合は、割増しを行わないこととする。 

また、つぎの総合設計制度の種類別に定める数値を「割増容積率の限度」の上限値とす 

る。 

ａ 一般型総合設計については基準容積率の０．５倍または１７５パーセントのいずれか 

 低い数値とする。 

ｂ 共同住宅建替誘導型総合設計については計画敷地の所在地により、それぞれ定める下 

 表の数値とする。 

区域 割増容積率の最高限度 

環状七号線の

内側の区域 

基準容積率の０．７５倍または３００パーセ

ントのいずれか低い数値 

上欄以外の区

域 

基準容積率の０．５倍または２５０パーセン

トのいずれか低い数値 

なお、割増し後の容積率は１,０００パーセントを超えることはできない。 

ｃ 市街地住宅総合設計については計画敷地の所在地によりそれぞれ定める下表の数値とす 
る。 

区域 割増容積率の最高限度 

環状七号線の

内側の区域 

基準容積率の０．７５倍または３００パーセ

ントのいずれか低い数値 

上欄以外の区

域 

基準容積率の０．５倍または２５０パーセン

トのいずれか低い数値 

     なお、割増し後の容積率は１,０００パーセントを限度とし、割増容積率以上の容積 

    率を住宅の用に供する部分としなければならない。 

ｄ 市街地複合住宅総合設計については、基準容積率の０．７５倍または３００パーセント 

   のいずれか低い数値を限度とし、割増容積率の２分の１以上の割合を住宅の用に供する 

   部分としなければならない。 

Ｐ ：有効公開空地率（％） 

  Ｐo：基本要件に定める有効公開空地率の最低限度（％） 

Ｖo：基準容積率（％） 
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Ｋy：敷地規模別係数 

      Ｋy＝（１＋（Ａ－Ａｍin）／(Ｘ－Ａｍin）)×Ｗ 

      ただし、Ａが５，０００平方メートル以下の場合はＫy＝１とする。 

       なお、Ａが３０，０００平方メートル以上の場合は、Ａ＝３０，０００(㎡)としてＫyを算定

する。 

      Ａ：敷地面積(㎡) 

      Ａｍin：５００㎡ 

      Ｘ：３０，０００㎡ 

      Ｗ：０．１×（９(ｙ－６)／６） 

      ただし、ｙは、計画敷地の周長の６分の１以上に接する道路の幅員（ｍ）とする。なお、幅員 

１２ｍを超える場合はｙ＝１２とする。また、第２の２の(1)の計画の基本要件の接道長の規定 

    中のただし書を適用する場合は、Ｗ＝０．９とする。 

イ 公益施設等による割増容積率の限度 

公益施設等による割増容積率は、次式による数値をその限度として公益施設等の床面積に応じて緩和

する。 

ただし、法第５２条第１４項１号に規定する許可に関する練馬区容積率許可基準（平成１８年８月７ 

日付練都建発第２８２号）に該当する公益施設等については、次式で求められる数値に基準容積率の 

２５％を上限として公益施設の床面積に応じて加えることができる。 

（ Ｖ0 ／ ５０ ）＋ ８０   （ Ｖ0 ：基準容積率（％） ） 

ウ 屋上緑化による割増容積率の限度 

屋上緑化による割増容積率の限度は、次式による数値とする。 

ＡG ／ Ａ × １００ 

Ａ ：敷地面積（㎡） 

ＡG：屋上緑化部分の面積（植栽基盤の面積）（㎡） 

(4) 公開空地、公益施設等および屋上緑化による割増容積率の合計の限度 

   公開空地、公益施設等および屋上緑化による割増容積率の合計の限度は、アからウに定めるそれぞれ 

  割増容積率の限度を合計した数値とする。 

   ただし、その数値は法第５２条第１４項第１号の規定に基づく許可による割増容積率に相当する部分 

  を除き、アの(ｱ)のただし書で総合設計制度の種類別に定める割増容積率の限度の上限値を超えることは 

  できない。 

(5) 共同住宅附属自動車車庫による割増容積率緩和の特例 

   共同住宅附属自動車車庫による割増容積率の限度は、公開空地による割増容積率の２分１以内とする。 

(6) 公共空地による割増容積率緩和の特例 

   計画建築物の整備と一体的に計画配置される道路、公園、緑地および広場その他これらに類する公共 

  空地のうち、事業者の無償譲渡等に係るもので、かつ、都市計画決定（地区計画等を含む。）されたも 

   の（計画建築物とおおむね同時期に決定されるものを含む。）または地方公共団体により管理されるも 

  のについては、当該空地部分を敷地面積に含むものと仮定して計画建築物の許容延べ面積の算定を行う 

  ことができる。また、当該空地部分が第３の１に定める公開空地の基準に適合する場合（都市計画決定 

  済の道路部分は除く。）は、当該空地部分を公開空地に算入して(3)のアの規定により割増容積率の算定 

  を行うことができる。 

(7) 容積率制限の割増しを受ける計画建築物に対する形態制限の付加 

   上記(1)から(6)までの規定により容積率の割増しを受ける計画建築物で割増容積率に基準容積率を加 

     えた割増し後の容積率を適用する場合、 

  道路斜線制限規定である法別表第３（は）欄に掲げる数値（距離）が割増し前の基準容積率を適用する。 

  場合の数値と異なる場合は、つぎのいずれかの要件に該当しなければ、割増容積率を制限するものとす 
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  る。ただし、隣接地の用途地域、土地利用状況または当該敷地からの方位等により、市街地環境の整備 

  改善に支障がないと判断できる場合はこの限りでない。 

ア 緩和後の容積率による法別表第３（は）欄に掲げる規定に適合しない場合 

イ 緩和後の容積率による法別表第３（は）欄に掲げる規定に適合しない場合にあっては、第４の１の道 

路斜線制限の緩和基準に準じて計画建築物の斜線投影図（市街地住宅総合設計、共同住宅建替誘導型総 

合設計および市街地複合住宅総合設計にあっては、立面投影図で比較することができる。）を作図し同 

条(1)の緩和の原則および(2)の緩和の限度を超えない場合。 

 

第５ 雑  則 

この要綱の実施に関して必要なつぎの事項は、別に細則で定める。 

(1) 公開空地および公共空地等である旨の標示 

(2) 公開空地および公共空地等の維持管理 

(3) 許可申請手続および申請図書 

(4) この要綱の適用を受ける計画建築物等に設ける屋外広告物の設置基準 

(5) 市街地住宅総合設計、共同住宅建替誘導型総合設計または市街地複合住宅総合設計による建築物 

       である旨の標示 

(6) 屋上緑化の基準、標示および維持管理 

(7) その他、本要綱の運用に際し必要な事項 

 

付 則 （昭和６３年１０月１日練環建第１１３号） 

１ この要綱は、昭和６３年１０月１日から施行する。 

２ 練馬区総合設計許可要綱（昭和５９年４月２５日練環建発第２７号）は廃止する。 

付 則 （平成１８年８月８日１８練都建第１００５６号） 

１ この要綱は、平成１８年８月１０日から施行する。 

２ 改正後の練馬区総合設計許可要綱は、この要綱の施行の日以降に許可申請したものについて適用し、 

 同日前に許可申請をしたものについては、なお従前の例による。 

 

 


